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5.9 能登半島縦貫有料道路 NO.38 被害状況及び復旧対策 

 

5.9.1 能登半島縦貫有料道路 縦－38 被害状況 

（1）被害状況 

 高さ約 36mの高盛土区間で延長約 100mにわたり上下車線が内浦側（または、南東側）に崩壊
し、崩落土砂は下方斜面まで流れ出した。 

（2）復旧方針 

 盛土の靭性を向上させるため、4 段盛土の内下 2 段にジオテキスタイルを用いた補強盛土工と
した。また、盛土内の排水性を向上させるため、暗渠排水工を施工する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.9.1-1 NO.縦－38 位置図 

写真 5.9.1-1 NO.縦－38 被災後写真 写真 5.9.1-2 NO.縦－38 応急復旧後写真 

縦-３８
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図 5.9.1-2 NO.縦－38 平面図 

図 5.9.1-3 NO.縦－38 主断面図 
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写真 5.9.1-3 NO.縦－38 コア写真 

図 5.9.1-4 NO.縦－38 地中伸縮計観測グラフ

盛土下面

表土下面

BV縦-38-1孔：Ｌ＝17ｍ
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図 5.9.1-5 NO.縦－38 ボーリング柱状図 

38-1孔：Ｌ＝17ｍ
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5.9.2 NO．縦－38 復旧対策 

（1） 

①復旧盛土底部を砕石で置換え、盛土下部に補強土盛土工を実施する。上部は現地発生土を改

良し盛土を行う。 

②盛土補強材としては、ジオテキスタイルを使用する。 

③盛土内部には、浸透水を排出する排水材を敷設する。 

④地下水排除のため暗渠工を旧沢地形に縦断的に敷設する。 

⑤崩壊土砂部の先端に土砂流出を防ぐため、鋼製土留枠工を設置する。 

 

（2）本復旧までの監視計画 

追随崩壊から迂回路部の安全を確保する目的から、地中伸縮計（孔内傾斜計併設）による監

視を実施する(BV縦-38-1)。 
【管理基準】 

○1日当り 5mmで「観測強化体制」 
・24時間データ監視体制、変動量の増加、累積的変動の監視 
○1日当り 10mmまたは道路等に変状発生で「警戒体制」 
・道路安全対策協議会の設置、施工中の場合は工事一時中止、道路通行に関する措置の決定、

対策工の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5.9.2-1 NO.縦－38 復旧フロー 



 

- 185 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.9.2-2 NO.縦－38 平面図 

図 5.9.2-3 NO.縦－38 標準断面図 
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5.10 能登半島縦貫有料道路 NO.39 被害状況及び復旧対策 

 

5.10.1 能登半島縦貫有料道路 縦－39 被害状況 

（1）被害状況 

 高さ約 24mの高盛土区間で上り車線が内浦側（または、南東側）に 3箇所崩壊し、崩落土砂は
直下部を流下する谷部を閉塞した。 

（2）復旧方針 

盛土の安定を図るため、押え盛土（レベル盛土）により、路体盛土高を 2 段として施工してい
る。路体盛土材は、地山（別所岳）の改良土を使用し、押え盛土は他工区の崩土土砂を受け入れ

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 5.10.1-1 NO.縦－39 位置図 

写真 5.10.1-1 NO.縦－39 被災後写真 写真 5.10.1-2 NO.縦－39 応急復旧後写真 

縦-３９
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図 5.10.1-2 NO.縦－39-1 平面図 

図 5.10.1-3 NO.縦－39-1 主断面図 
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写真 5.10.1-3 NO.縦－39-1 コア写真

図 5.10.1-4 NO.縦－39-1 地中伸縮計観測グラフ 

盛土下面

BV縦-39-1孔：Ｌ＝13ｍ
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図 5.10.1-5 NO.縦－39-1 ボーリング柱状図 

39-1孔：Ｌ＝13ｍ
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5.10.2 NO．縦－39-1 復旧対策 

（1）本復旧までの監視計画 

追随崩壊から迂回路部の安全を確保する目的から、地中伸縮計（孔内傾斜計併設）による監

視を実施する(BV縦-39-1)。 
【管理基準】 

○1日当り 5mmで「観測強化体制」 
・24時間データ監視体制、変動量の増加、累積的変動の監視 
○1日当り 10mmまたは道路等に変状発生で「警戒体制」 
・道路安全対策協議会の設置、施工中の場合は工事一時中止、道路通行に関する措置の決定、

対策工の選定 
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図 5.10.2-1 NO.縦－39 平面図

 

図 5.10.2-2 NO.縦－39 標準断面図 



 

- 192 - 

5.11 能登半島縦貫有料道路 NO.39 被害状況及び復旧対策 

 

5.11.1 能登半島縦貫有料道路 縦－39 被害状況 

（1）被害状況 

 高さ約 24mの高盛土区間で上り車線が内浦側（または、南東側）に 3箇所崩壊し、崩落土砂は
直下部を流下する谷部を閉塞した。 

（2）復旧方針 

盛土の安定を図るため、押え盛土（レベル盛土）により、路体盛土高を 2 段として施工してい
る。路体盛土材は、地山（別所岳）の改良土を使用し、押え盛土は他工区の崩土土砂を受け入れ

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 5.11.1-1 NO.縦－39 位置図 

写真 5.11.1-1 NO.縦－39 被災後写真 写真 5.11.1-2 NO.縦－39 応急復旧後写真 

縦-３９
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図 5.11.1-2 NO.縦－39-2 平面図 

図 5.11.1-3 NO.縦－39-2 主断面図 
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写真 5.11.1-3 NO.縦－39-2 コア写真 

図 5.11.1-4 NO.縦－39-2 地中伸縮計観測グラフ 

強風化岩下面

盛土下面

表土下面

BV縦39-3孔：Ｌ＝23ｍ
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 図 5.11.1-5 NO.縦－39-2 ボーリング柱状図 

39-3孔：Ｌ＝23ｍ
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5.11.2 NO．縦－39-2 復旧対策 

（1）本復旧までの監視計画 

追随崩壊から迂回路部の安全を確保する目的から、地中伸縮計（孔内傾斜計併設）による監

視を実施する(BV縦-39-3)。 
【管理基準】 

○1日当り 5mmで「観測強化体制」 
・24時間データ監視体制、変動量の増加、累積的変動の監視 
○1日当り 10mmまたは道路等に変状発生で「警戒体制」 
・道路安全対策協議会の設置、施工中の場合は工事一時中止、道路通行に関する措置の決定、

対策工の選定 
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図 5.11.2-1 NO.縦－39 平面図 

図 5.11.2-2 NO.縦－39 標準断面図 


